
第５７回がん対策推進協議会議事次第

日 時：平成２８年５月２７日（金） １４：００～１６：００

場 所：厚生労働省３階 共用第６会議室

議 事 次 第

１ 開 会

２ 報 告

（１）各検討会の開催状況について

（２）がん教育について

（３）希少がん対策ワーキンググループ四肢軟部肉腫分科会について

３ 議 題

（１）がん対策推進基本計画の見直しについて

（２）その他
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各検討会の開催状況について 

 

１．がん検診のあり方に関する検討会 

  第 17 回 平成 28 年 5 月 12 日（木）15:00～ 厚生労働省 専用第 14 会議室（12 階） 

○議題 

（１）報告事項 

・がん対策推進協議会における今後の議論の進め方について 

・がん対策加速化プランへの対応状況について 

・がん対策推進協議会委員より提出された意見について 

（２）がん検診に関する実施状況等調査結果について 

（３）今後のがん検診に関する論点について 

（４）がん検診受診率等に関するワーキンググループでの論点について 

（５）その他 

 

○概要 

・次期基本計画策定に向けて、「職域検診の実態調査の結果分析」、「職域におけるガ

イドラインのあり方」、「指針以外の検診項目等の取り扱い」、「受診率向上に向けた取

組の公表」等について検討することとした。 

・検討会の下にワーキンググループを設置し、「精密検査受診率等の目標値のあり方」、

「各市町村及び職域におけるがん検診受診率の比較可能な算定方法」、「がん検診受診

率の公表方法及び報告方法」、「がん検診受診率等の評価指標」等について検討するこ

ととした。 

・また、がん検診のあり方そのものに関する検討項目についての検討も進めることと

した。 

 

２．がん診療提供体制のあり方に関する検討会 

第５回 平成 28 年 5 月 20 日（金）10:00～ 航空会館 5階 501～502 会議室 

○議題 

（１）座長の選任について 

（２）がん診療提供体制のあり方について 

（３）その他 

 

○概要 

・均てん化を目指して整備を進めてきた、がん診療提供体制の今後のあり方について

議論を進めることとした。 

・以下の各論点について議論を進めることとした。 

「がんゲノム医療」、「がん医療に関する情報提供」、「がん診療連携拠点病院等におけ
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る医療安全」、「がんの放射線治療」、「がん診療連携拠点病院等の指定の検討会におけ

る論点と整理」等 

 

３．がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会 

  第１回 平成 28 年 5 月 30 日（月）15:00～ 航空会館 7階 701～702 会議室（予定） 



（
１
）
新
指
針
に
基
づ
く
拠
点
病
院
に
お
け
る
緩
和
ケ
ア

の
提
供
に
つ
い
て

ア
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

イ
苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て

（
２
）
緩
和
ケ
ア
研
修
会
に
つ
い
て

（
３
）
普
及
啓
発
・
教
育
に
つ
い
て

ア
緩
和
ケ
ア
の
一
言
表
現
・
普
及
啓
発

イ
緩
和
ケ
ア
研
修
修
了
者
へ
の
バ
ッ
ジ
の
配
布

ウ
医
学
生
及
び
臨
床
研
修
医
等
へ
の
教
育
の
充
実

エ
学
校
で
の
緩
和
ケ
ア
を
含
む
が
ん
教
育
の
推
進

（
４
）
が
ん
疼
痛
評
価
の
指
標
に
つ
い
て

（
５
）
地
域
に
お
け
る
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制
に
つ
い
て

緩
和
ケ
ア
推
進
検
討
会
報
告
書
の
概
要

（
平
成
2
8
年
４
月
緩
和
ケ
ア
推
進
検
討
会
）

拠
点
病
院
に
お
け
る
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制
の
あ
り
方
（
例
；
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
運
営
や
苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施

体
制
）

拠
点
病
院
以
外
の
医
療
機
関
に
お
け
る
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制
の
あ
り
方

す
べ
て
の
医
療
従
事
者
が
基
本
的
な
緩
和
ケ
ア
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
方
策

今
後
検
討
す
べ
き
課
題

検
討
内
容

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
に
つ
い
て
、
施
設
間
の
実
績
格
差
が
大
き
い
た
め
、
他
の

施
設
と
の
交
流
や
実
習
を
伴
う
実
地
研
修
等
の
実
施
が
必
要
。

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
後
の
対
応
を
徹
底
す
る
た
め
、
が
ん
看
護
領
域
の

専
門
・
認
定
看
護
師
や
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
体
制
を
補
助
す
る
事
務
職
の
人
員

の
確
保
が
必
要
。

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
好
事
例
に
つ
い
て
、
拠
点
病
院
に
対
し
て
情
報
提

供
す
べ
き
。

緩
和
ケ
ア
研
修
会
の
受
講
率
向
上
の
た
め
に
、
医
師
・
歯
科
医
師
が
受
講
し

や
す
い
環
境
づ
く
り
が
必
要
。

普
及
啓
発
用
ポ
ス
タ
ー
や
緩
和
ケ
ア
研
修
修
了
者
バ
ッ
ジ
を
積
極
的
に
利
用

し
た
普
及
啓
発
の
実
施
が
必
要
。

緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
教
育
・
研
修
の
推
進
が
必
要
。

共
通
の
疼
痛
評
価
指
標
の
活
用
に
よ
る
施
設
間
格
差
の
少
な
い
が
ん
疼
痛

緩
和
の
実
施
が
必
要
。

地
域
連
携
を
促
進
す
る
役
割
を
担
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成
が
必
要
。

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
相
談
体
制
の
整
備
や
情
報
の
集
約
・
発

信
、
在
宅
に
お
い
て
緩
和
ケ
ア
を
提
供
す
る
訪
問
看
護
師
の
育
成
が
必
要
。

実
施
す
べ
き
取
組
（
抜
粋
）

等
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希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書概要（平成 27 年 8月） 

 
○希少がんの現状と課題 

• 専門的な医師や医療機関の所在が分かりにくい。 

• 希少がんホットラインが存在し、非常に有用だが、周知されていない。 

• 情報共有等において患者団体の存在が重要であるが、認知できない患者もいる。 

• 病理診断が難しく、専門性の高い医師が不足。 

• がん診療連携拠点病院等における相談支援センターの体制が十分でない。 

• 医療提供体制の情報がわかりにくい。 

• 症例が少なく、研究が進みにくい。      等 

 
○取り組むべき主な施策 

◇ 病理診断 

• バーチャルスライドを用いたカンファレンス。 
• 病理コンサルテーションシステムのコンサルタント増員や事務局の整備。 
• コンサルテーションにおける費用負担のあり方について検討。等 

◇ 人材育成 

• 必要な集約化を推進し、希少がんの経験を蓄積した医療機関の確保と、そこでの

教育。 
• 拠点病院や専門性の高い医療機関、医師によるかかりつけ医等に対する普及、啓

発。 等 
◇ 情報の集約・発信 

• がん登録実務者への研修等の強化。 
• がん情報サービスで希少がんに関する情報を集約、提供。 
• 質の高い最新の情報を収集し、必要な情報を患者に提供できるようにする。 等 

◇ 相談支援 

• 国立がん研究センターの相談員研修に希少がんを盛り込む。 
• 希少がんホットラインと連携する等適切な対応ができる相談員の教育、確保。 等 

◇ 研究開発 

• 必要な集約化を推進し、研究を進めやすい環境を整備。 
• AMED でも引き続き希少がんの研究を整備。 
• 研究について患者参画の仕組みを検討。 等 
 

○希少がん対策に関する検討の場の設置 
• 国立がん研究センターを事務局として「希少がん対策ワーキンググループ」を設置する。

特定のがん種に絞り、希少がんに関する最新情報の収集・提供、ガイドラインの推進や

評価項目の検討などを行う。  
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希
少
が
ん
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の

目
標
と
進
捗

平
成
2
8
年
5
月
2
7
日

第
5
7
回
が
ん
対
策
推
進
協
議
会

希
少
が
ん
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
事
務
局
：
東
尚
弘

（
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
が
ん
対
策
情
報
セ
ン
タ
ー
が
ん
臨
床
情
報
部
）
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設
置
根
拠
：

「
希
少
が
ん
医
療
・
支
援
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」

（
平
成
２
７
年
３
月
～
８
月
）

＜
報
告
書
の
内
容
＞

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
定
義

Ⅲ
．
取
り
組
む
べ
き
課
題

1
.
医
療
提
供
体
制

2
.
情
報
の
集
約
・
発
信

3
.
相
談
支
援

4
.
研
究
開
発

Ⅳ
．
希
少
が
ん
対
策
に
関
す
る
検
討
の
場
の
設
置

Ⅴ
．
お
わ
り
に

2



希
少
が
ん
対
策
に
関
す
る
検
討
の
場
の
設
置

・
今
後
（
中
略
）
、
実
務
的
な
内
容
を
検
討
す
る
た
め
、

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
を
事
務
局
と
し
、

関
連
学
会
、
研
究
者
、
患
者
団
体
な
ど
の
希
少
が
ん
対
策
関
係
者
で

構
成
さ
れ
る

「
希
少
が
ん
W
G
（
仮
称
）
」
を
設
置

・
特
定
の
が
ん
種
に
絞
り
、

臓
器
別
、
疾
患
別
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
進
め
る

最
新
情
報
の
収
集
・
提
供

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
・
普
及
を
す
す
め
て
い
く

希
少
が
ん
対
策
の
進
捗
状
況
を
評
価
す
る
た
め
の
評
価
項
目

な
ど
を
検
討
す
る
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希
少
が
ん
対
策
W
G
（
全
般
）
の
目
標

•
対
象
の
希
少
が
ん
患
者
ア
ウ
ト
カ
ム
を
向
上
さ
せ
る

（
そ
の
た
め
に
必
要
な
要
素
等
）

–
専
門
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る

–
専
門
施
設
で
の
診
療
経
験
を
蓄
積
す
る

–
臨
床
試
験
の
環
境
を
整
備
す
る

–
医
療
資
源
を
効
率
的
に
活
用
す
る
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希
少
が
ん
対
策
W
G
分
科
会
の
作
業
目
標

ま
ず
：

•
患
者
へ
公
開
す
る
べ
き

–
専
門
施
設
の
リ
ス
ト
の
作
成

–
専
門
施
設
の
公
表
項
目
の
決
定

–
専
門
施
設
を
中
心
と
し
た
患
者
紹
介
の
流
れ
の
整
理

（
「
必
要
な
集
約
化
」
と
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
」
）
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最
初
の
が
ん
種
：
四
肢
軟
部
肉
腫

•
第
2
期
「
が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画
」
で
は
「
希
少
が
ん
に
つ
い

て
は
、
様
々
な
希
少
が
ん
が
含
ま
れ
る
小
児
が
ん
を
は
じ
め
、
様

々
な
臓
器
に
発
生
す
る
肉
腫
、
口
腔
が
ん
、
成
人
Ｔ
細
胞
白
血
病

な
ど
、
数
多
く
の
種
類
が
存
在
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る

•
軟
部
肉
腫
：

–
希
少
が
ん
な
が
ら
、
比
較
的
頻
度
が
高
い

–
患
者
は
施
設
間
で
分
散
し
て
い
る

•
四
肢
に
特
化
し
た
理
由
は

–
頻
度
は
比
較
的
多
い

–
部
位
を
絞
る
こ
と
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
必
要
な
診
療
科

を
明
確
化
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W
G
・
四
肢
軟
部
肉
腫
分
科
会
の
進
め
方

•
年
に
3
回
～
5
回
を
予
定

•
検
討
対
象
：
四
肢
軟
部
肉
腫
の
対
策
全
般

–
診
療
提
供
体
制
に
つ
い
て

•
「
必
要
な
集
約
化
」
の
検
討
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
の
推
進

•
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
・
普
及

•
教
育
体
制
や
診
療
報
酬
な
ど
も
含
む

–
情
報
提
供
に
つ
い
て

•
患
者
、
非
専
門
家
へ
の
公
開
す
べ
き
内
容

•
が
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
で
公
開

•
担
当
範
囲
：
関
係
者
へ
の
提
言
と
可
能
な
部
分
の
実
行
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四
肢
軟
部
肉
腫
分
科
会
委
員
(敬
称
略
)

•
関
連
学
会
・
患
者
会
な
ど
か
ら
推
薦
を
依
頼

（
委
員
長
）
川
井

章
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院

希
少
が
ん
セ
ン
タ
ー

（
委
員
）

上
田

孝
文

大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー
整
形
外
科

大
西

啓
之

N
P
O
法
人
キ
ュ
ア
サ
ル
コ
ー
マ

押
田

輝
美

肉
腫
（
サ
ル
コ
ー
マ
）
の
会
た
ん
ぽ
ぽ

尾
﨑

敏
文

岡
山
大
学
整
形
外
科
学
教
室

小
田

義
直

九
州
大
学
大
学
院
医
学
研
究
院
形
態
機
能
病
理
学

清
澤

智
晴

防
衛
医
科
大
学
校
病
院
形
成
外
科

武
田

真
幸

近
畿
大
学
医
学
部
附
属
病
院
腫
瘍
内
科

土
屋

弘
行

金
沢
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
整
形
外
科
学

中
島

久
弥

中
島
整
形
外
科

中
野

隆
史

群
馬
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
腫
瘍
放
射
線
学

並
川

健
二
郎

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院
皮
膚
腫
瘍
科

細
井

創
京
都
府
立
医
科
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
小
児
発
達
医
学

松
本

誠
一

が
ん
研
究
会
有
明
病
院
副
院
長
兼
整
形
外
科

松
本

光
史

兵
庫
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
腫
瘍
内
科
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第
1
回
四
肢
軟
部
肉
腫
分
科
会
（
3
月
1
6
日
）

議
論
の
概
要

・
「
必
要
な
集
約
化
」
と
は
？
ど
の
程
度
か
？

人
口
3
0
0
万
～
4
0
0
万
人
に
１
施
設
？

日
本
整
形
外
科
学
会
骨
軟
部
腫
瘍
相
談
コ
ー
ナ
ー
8
4
施
設
？

・
条
件
を
ど
の
程
度
に
設
定
す
る
べ
き
か
？

3
段
階
な
ど
で
区
分
？

症
例
数
は
ど
の
程
度
を
基
準
に
す
る
か
?

・
集
約
化
施
設
は
多
数
の
患
者
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
？

病
棟
ス
ペ
ー
ス
？

採
算
は
と
れ
る
の
か
？

・
非
集
約
化
施
設
で
の
医
師
の
教
育
を
ど
う
す
る
か

→
次
回
ま
で
に
現
在
の
整
形
外
科
学
会
の
施
設
の
現
状
を
把
握
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今
後
の
課
題
（
想
定
）

・
具
体
的
な
公
開
項
目
（
専
門
施
設
の
条
件
）
と
情
報
収
集

・
集
約
化
に
制
度
的
な
裏
付
け
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
れ
る
か

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
も
可
能
か

・
非
専
門
医
へ
の
教
育
（
ど
の
よ
う
な
症
例
を
紹
介
す
る
か
）

整
形
外
科
学
会
、
形
成
外
科
学
会
な
ど

・
若
手
専
門
医
の
教
育
を
ど
う
作
る
か

医
療
施
設
間
の
教
育
連
携
が
可
能
か

第
２
回
分
科
会
は
８
月
３
日
を
予
定
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1. まず、基本計画の枠組みについて、以下の議論
を進めてはどうか。

• 大項目の構成を見直す必要があるか。

• 各項目の内容を変更・追加する必要がある
か。

2. 領域ごとに集中的な議論を順次開始してはどう
か。

1

基本計画の見直しに向けた議論の進め方（案）

とりまとめに
向けた議論

基本計画の見直しに向けた議論の進め方（案）

次
期
基
本
計
画
閣
議
決
定

第
５
６
回
協
議
会

H27度

3月

H28度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H29度

4月 5月 6月

次
期
基
本
計
画
諮
問
・答
申

医療提供体制

検診

パブコメ募集
＆

改訂手続き

《検討会での議論》

緩和ケア

次
期
基
本
計
画
骨
子
案
提
示

各検討会は、協議会より
出された意見についても

議論を行い、次期基本
計画の策定に向けた提
言をとりまとめる。

2

第56回がん対策推進協議会（H28.3.10） 資料８より一部改変

全体の枠
組みに関
する議論

領域ごとの集中的な議論

第
５
７
回
協
議
会

TMHOQ
スタンプ



1 
 

がん対策推進基本計画の全体像 

 

 

第１期基本計画 第２期基本計画 

第１ 基本方針 

１ がん患者を含めた国民の視点に立った

がん対策の実施 

２ 重点的に取り組むべき課題を定めた総

合的かつ計画的ながん対策の実施 

 

第１ 基本方針 

１ がん患者を含めた国民の視点に立った

がん対策の実施 

２ 重点的に取り組むべき課題を定めた総

合的かつ計画的ながん対策の実施 

３ 目標とその達成時期の考え方  
第２ 重点的に取り組むべき課題 

１ 放射線療法及び化学療法の推進並びに

これらを専門的に行う医師等の育成 

２ 治療の初期段階からの緩和ケアの実施 

３ がん登録の推進 

 

第２ 重点的に取り組むべき課題 

１ 放射線療法、化学療法、手術療法の更な

る充実とこれらを専門に行う医療従事

者の育成 

２ がんと診断された時からの緩和ケアの

推進 

３ がん登録の推進 

４ 働く世代や小児へのがん対策の充実 ※ 
第３ 全体目標並びに分野別施策及びその

成果や達成度を計るための個別目標 

１ 目標及びその達成時期の考え方 

２ 全体目標 

（１）がんによる死亡者の減少 

（２）すべてのがん患者及びその家族の苦

痛の軽減並びに療養生活の質の維持

向上 

３ 分野別施策及びその成果や達成度を計

るための個別目標 

（１）がん医療 

① 放射線療法及び化学療法の推進並

びに医療従事者の育成 

② 緩和ケア 

③ 在宅医療 

④ 診療ガイドラインの作成 

第３ 全体目標 

１ がんによる死亡者の減少 

２ 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽

減と療養生活の質の維持向上 

３ がんになっても安心して暮らせる社会

の構築 ※ 

第４ 分野別施策 

１ がん医療 

（１）放射線療法、化学療法、手術療法の

更なる充実とチーム医療の推進 

（２）がん医療に携わる専門的な医療従事

者の育成 

（３）がんと診断された時からの緩和ケア

の推進 

（４）地域の医療・介護サービス提供体制

の構築 

TMHOQ
スタンプ
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⑤ その他 

（２）医療機関の整備等 

（３）がん医療に関する相談支援及び情報

提供 

（４）がん登録 

（５）がんの予防 

（６）がんの早期発見 

（７）がん研究 

 

（５）医療品・医療機器の早期開発・承認等

に向けた取組 ※ 

（６）その他(希少がん・病理診断・リハビ

リテーション) 

２ がんに関する相談支援と情報提供 

３ がん登録 

４ がんの予防 

５ がんの早期発見 

６ がん研究 

７ 小児がん ※ 

８ がんの教育・普及啓発 ※ 

９ がん患者の就労を含めた社会的な問題 

※ 
第４ がん対策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

１ 関係者等の有機的連携・協力の更なる強

化 

２ 都道府県による都道府県計画の策定 

３ 関係者等の意見の把握 

４ がん患者を含めた国民等の努力 

５ 必要な財源措置の実施及び予算の効率

化・重点化 

６ 目標の達成状況の把握及び効果に関す

る評価 

７ 基本計画の見直し 

第５ がん対策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

１ 関係者等の連携協力の更なる強化 

２ 都道府県による都道府県計画の策定 

３ 関係者等の意見の把握 

４ がん患者を含めた国民等の努力 

５ 必要な財源措置の実施と予算の効率

化・重点化 

６ 目標の達成状況の把握とがん対策を評

価する指標の策定 

７ 基本計画の見直し 

下線部は主な変更点、※は第２期における新規項目を示す。 



 
今後のがん対策の方向性について 

（～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～）の概要 

 

○経緯 

平成２４年６月に第２期がん対策推進基本計画が閣議決定され、基本計画に基づいて、がん診

療連携拠点病院の整備や緩和ケア提供体制の強化、「がん登録等の推進に関する法律」の制定、

がん検診受診率の向上、小児がん拠点病院の整備、「がん研究１０か年戦略」の策定等の施策を

推進してきたが、基本計画の策定から３年が経過した時点で、ライフステージに応じたがん対策、

社会経済的な問題等の新たな課題が明らかとなってきた。 

平成２７年６月、このような経緯を踏まえて、これまで取り組まれていない対策に焦点を当て

て、今後のがん対策のあるべき方向性について、がん対策推進協議会の意見をとりまとめた。 

 

○概要 

「がん対策推進基本計画に明確な記載がなく、今後、推進が必要な事項」として、以下を挙げ

ている。 

１．将来にわたって持続可能ながん対策の実現 

 少子高齢化等の社会・経済の変化に対応する社会保障制度の改革 

地域医療介護総合確保推進法に基づく地域における効率的かつ効果的な医療提供体制

の確保 等⇒がん患者を含めた国民全体が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができる体制の整備 

 各施策の「費用対効果」の検証 

 発症リスクに応じた予防法や早期発見法を開発・確立することによる個人に適した先制

医療の推進 

 がん医療の均てん化と集約化の適正なバランスに関する検討 

 がん登録情報を活用した大規模データベースの構築 等 

 

２．全てのがん患者が尊厳をもった生き方を選択できる社会の構築 

 がん患者が「自分らしさと尊厳」を持って、がんと向き合って生活していくためにはが

んに関する正しい情報を獲得することが重要⇒「がん患者を含めた国民が、がんを知り、

がんと向き合い、がんと共に生きることができる社会」の実現 

 障害のある者に対する情報提供、意志決定支援、医療提供体制の整備 

 難治性がんに対する有効で安全な新しい治療法の開発や効果の期待できる治療法を組み

合わせた集学的治療の開発 等 

 

３．小児期、ＡＹＡ世代、壮年期、高齢期等のライフステージに応じたがん対策 

 総合的なＡＹＡ世代のがん対策のあり方に関する検討（緩和ケア、就労支援、相談支援、

生殖機能温存等） 

 遺伝性腫瘍に対する医療・支援のあり方に関する検討 

 認知症対策と連動した高齢者のがん対策のあり方に関する検討 等 
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スタンプ


	1.議事次第
	2.各検討会の開催状況について
	3.緩和ケア推進検討会報告書の概要
	4.がん教育について
	5.希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書概要
	6.希少がん対策ワーキンググループの目標と進捗
	7.基本計画の見直しに向けた議論の進め方（案）
	8.がん対策推進基本計画の全体像
	9.今後のがん対策の方向性について



